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１【提出理由】

　2026年６月19日開催の当社第98期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも

のであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2026年６月19日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役13名選任の件

取締役として、糟谷誠一、吉田拓也、野間正裕、嶋田政治、山田恭嵩、左近祐史、大石歌織、

織作峰子、乾新悟、吉武一郎、髙森龍臣、服部明人及び伊賀真理を選任するものであります。

 

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役として、原口裕を選任するものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果
（賛成の割合）

第１号議案    

（注）

 

糟谷　誠一 557,036 7,634 203 可決（98.59％）

吉田　拓也 550,296 14,392 185 可決（97.40％）

野間　正裕 563,673 1,203 － 可決（99.77％）

嶋田　政治 563,727 1,149 － 可決（99.78％）

山田　恭嵩 563,626 1,250 － 可決（99.76％）

左近　祐史 563,660 1,216 － 可決（99.77％）

大石　歌織 559,290 5,584 － 可決（98.99％）

織作　峰子 559,174 5,702 － 可決（98.97％）

乾　新悟 564,224 652 － 可決（99.87％）

吉武　一郎 564,219 657 － 可決（99.87％）

髙森　龍臣 559,317 5,559 － 可決（99.00％）

服部　明人 559,313 5,563 － 可決（99.00％）

伊賀　真理 564,225 651 － 可決（99.87％）

第２号議案     

原口　裕 564,348 530 － 可決（99.89％）

 

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権

の過半数の賛成を要します。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計によ

り決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のう

ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以　上
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